
５．貸借対照表

貸  借  対  照  表

第一生命保険相互会社
（単位：百万円）

平成17年度 平成18年度 平成17年度 平成18年度

268,699     267,350     27,259,079  28,110,969  

1,244       1,255       159,603     154,114     

267,455     266,094     26,727,294  27,598,685  

218,000     272,000     372,182     358,170     

548,068     462,329     471         852         

33,854      32,564      58,735      59,007      

24,011,864  25,902,665  1,277,097   1,045,795   

7,181,457   8,862,167   601,400     616,766     

788,208     567,153     130,056     130,046     

2,892,673   2,886,726   45,245      56,849      

6,315,120   6,674,631   322,020     75,734      

6,276,260   6,277,996   36,875      41,619      

558,144     633,989     5,895       2,794       

5,561,219   5,062,571   58,555      56,706      

685,964     659,269     33,887      35,336      

4,875,254   4,403,301   39,791      28,129      

一 般 貸 付 金 4,848,811   4,377,426   3,369       1,263       

信 託 貸 付 金 26,443      25,874      - 549         

1,211,132   - - 5,500       

734,047     - 452,298     466,632     

458,538     - - 1,645       

5,505       - 193,453     207,453     

13,040      - 582,810     657,857     

- 1,173,227   128,347     126,794     

- 721,616     17,515      15,581      

- 440,596     29,969,808  30,698,088  

- 5,036       

- 5,978       110,000     -

- 98,923      250,000     -

- 64,270      248         -

- 34,653      253,321     -

100         124         4,300       -

627,542     302,484     101,464     -

270,131     46,403      基 金 償 却 準 備 金 44,700      -

15,391      15,473      危 険 準 備 積 立 金 43,139      -

160,817     164,327     社 会 公 共 事 業 助 成 資 金 9           -

44,474      43,642      保 健 文 化 賞 資 金 10          -

4,704       4,597       緑 の デ ザ イ ン 賞 資 金 8           -

73          1           不 動 産 圧 縮 積 立 金 13,497      -

7,448       4,505       別 途 積 立 金 100         -

3 - 147,556     -

10,345      8,093       (151,407) -

114,151     15,441      ▲ 78,186 -

17,515      15,581      1,981,425   -

▲ 11,169 ▲ 11,534 2,516,809   -

▲ 210 ▲ 86 32,486,618  -

- 140,000     

- 280,000     

- 248         

- 265,871     

- 4,700       

- 261,171     

基 金 償 却 準 備 金 - 36,400      

危 険 準 備 積 立 金 - 43,139      

価 格 変 動 積 立 金 - 10,000      

社 会 公 共 事 業 助 成 資 金 - 9           

保 健 文 化 賞 資 金 - 6           

緑 の デ ザ イ ン 賞 資 金 - 6           

不 動 産 圧 縮 積 立 金 - 13,891      

別 途 積 立 金 - 100         

当 期 未 処 分 剰 余 金 - 157,618     

- 686,119     

- 2,253,999   

- ▲ 2 

- ▲ 60,005 

- 2,193,991   

- 2,880,111   

32,486,618  33,578,200  - 33,578,200  資 産 の 部 合 計

そ の 他 剰 余 金

基 金 等 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

そ の 他 の 資 産 土 地 再 評 価 差 額 金

株 式 等 評 価 差 額 金

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

貸 倒 引 当 金

投 資 損 失 引 当 金

支 払 承 諾 見 返

繰 延 ヘ ッ ジ 損 失 当 期 未 処 分 剰 余 金

仮 払 金 （ 当 期 純 剰 余 ）

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

再 保 険 貸 損 失 て ん 補 準 備 金

基 金 償 却 積 立 金

基 金

建 物 負　債　の　部　合　計

建 設 仮 勘 定 （ 資 本 の 部 ）

有 形 固 定 資 産

価 格 変 動 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

土 地

国 債

貸 付 金

保 険 約 款 貸 付

不 動 産 及 び 動 産

株 式

外 国 証 券

再 評 価 積 立 金

剰 余 金

基 金 償 却 積 立 金

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

純 資 産 の 部 合 計

損 失 て ん 補 準 備 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

資　本　の　部　合　計

（ 純 資 産 の 部 ）

再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

基 金

未 収 金

未 収 収 益

預 託 金

先 物 取 引 差 入 証 拠 金

前 払 費 用

先 物 取 引 差 金 勘 定

金 融 派 生 商 品

科 目

ソ フ ト ウ ェ ア

動 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他 の 証 券

社 債

地 方 債

科 目

現 金 支 払 備 金

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金 保 険 契 約 準 備 金

任 意 積 立 金

剰 余 金その他の無形固定資産

再 評 価 積 立 金

そ の 他 資 産

預 り 保 証 金

金 融 派 生 商 品一 般 貸 付

役 員 退 任 慰 労 引 当 金建 物

保 険 金 等 支 払 引 当 金

土 地 退 職 給 付 引 当 金

預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 入 金 銭 債 権

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

仮 受 金

そ の 他 の 負 債

前 受 収 益

預 り 金

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

未 払 金

未 払 費 用

借 入 金

未 払 法 人 税 等

そ の 他 負 債

責 任 準 備 金

社 員 配 当 準 備 金

再 保 険 借

社 債
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（貸借対照表の注記） 

１ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２ 有価証券（預貯金・買入金銭債権のうち有価証券に準じるものおよび金銭の信託において信託財

産として運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券については時価法（売却原価

の算定は移動平均法）、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、「保

険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会業種別監査委員会報告第２１号）に基づく責任準備金対応債券については移動平均法による

償却原価法（定額法）、子会社株式および関連会社株式（保険業法第２条第１２項に規定する子会

社および保険業法施行令第２条の３第２項に規定する子法人等のうち子会社を除いたものが発行

する株式ならびに保険業法施行令第２条の３第３項に規定する関連法人等が発行する株式をいう）

については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては３月末日の

市場価格等（国内株式は３月中の市場価格の平均）に基づく時価法（売却原価の算定は移動平均法）、

時価のないものについては取得差額が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）につい

ては移動平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券については移動平均法による原

価法によっております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処

理しております。 

３ 残存年数１０年以下の個人保険・個人年金保険、残存年数１０年超４０年以下の個人保険・個人

年金保険、財形保険・財形年金保険、拠出型企業年金保険（ただし一部保険種類を除く）の小区分

に対応した円貨建債券のうち、デュレーション・コントロールを目的として保有するものについて

「保険業における「責任準備金対応債券」に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会業種別監査委員会報告第２１号）に基づき、責任準備金対応債券に区分しております。 

  責任準備金対応債券の当年度末における貸借対照表計上額は、４，７９６，２４２百万円、時価

は４，８８８，３１６百万円であります。 

４ デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 

５ 土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に

計上しております。 

          ・再評価を行った年月日  平成１３年３月３１日 

          ・同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

              土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布政令第１１９号）第２条第

１号に定める公示価格および第２条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行っ

て算出。 

   ・同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当年度末における時価の合計額と当 

該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 ３１，１９８百万円 

６ 有形固定資産の減価償却の方法は、建物（建物附属設備、構築物は除く）については定額法によ

り、建物以外については定率法によっております。なお、その他の有形固定資産のうち取得価額が

１０万円以上２０万円未満のものについては、３年間で均等償却を行っております。 

  有形固定資産の減価償却累計額は、５７３，０４７百万円であります。 

７ 外貨建資産・負債（子会社および関連会社株式は除く）は、決算日の為替相場により円換算して

おります。なお、子会社および関連会社株式は、取得時の為替相場により円換算しております。 

８ 貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 
破産、民事再生等、法的形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下｢破綻先｣という）

に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者（以下｢実質破綻先｣という）に対する債

権については、下記直接減額後の債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。 
また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務

者に対する債権については、債権額から担保ならびに保証等による回収可能見込額を控除し、その

残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認められる額を計上しております。 
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上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等を債権

額等に乗じた額を計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独

立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っており

ます。 

なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保ならびに

保証等による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接

減額しており、その金額は７，６０６百万円であります。 
９ 平成１２年８月に実施した住宅ローンの証券化等（当年度末の原債権残高８５，８５７百万円）

に伴い、当社が保有する受益権（２５，８７４百万円）については、信託貸付金として貸借対照表

に表示しております。なお、貸倒引当金については、現存する原債権残高の総額を対象として算定

しております。 
１０ 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る会計基準（「退職給付に係

る会計基準の設定に関する意見書」平成１０年６月１６日企業会計審議会）に基づき、当年度末に

おいて発生したと認められる額を計上しております。 
退職給付債務に関する事項は次のとおりであります。 
 

(1) 退職給付債務およびその内訳 
イ   退職給付債務                            ▲６２６，６２９百万円 
ロ   年金資産                                  １０７，２５６百万円 

ハ   未積立退職給付債務（イ＋ロ）            ▲５１９，３７２百万円 

ニ   未認識数理計算上の差異                 ７４，２４５百万円 

ホ   未認識過去勤務債務                      ▲ ２１，５０５百万円 

ヘ   貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ）    ▲４６６，６３２百万円 

ト   前払年金費用                                              －   

チ   退職給付引当金（ヘ－ト）                ▲４６６，６３２百万円 

 

(2)  退職給付債務等の計算基礎 
イ   退職給付見込額の期間配分方法                 期間定額基準 
ロ   割引率                                      １．７％ 
ハ   期待運用収益率                                 １．７％ 
ニ   数理計算上の差異の処理年数                  翌年度より７年 
ホ   過去勤務債務の額の処理年数                      ７年 

 
１１ 投資損失引当金は、投資による損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基準に

則り、時価のない有価証券について、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。 

１２ 価格変動準備金は、保険業法第１１５条の規定に基づき、株式等の帳簿価額を基準として算出し

た金額を計上しております。 

１３ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

１４ ヘッジ会計の方法は「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成１８年８月１１

日）に従い、主に、一般貸付の一部および公社債の一部に対するキャッシュ・フローのヘッジとし

て金利スワップの特例処理および繰延ヘッジ、外貨建一般貸付、外貨建定期預金については為替変

動に係るキャッシュ・フローのヘッジとして通貨スワップ、為替予約による振当処理、また外貨建

債券の一部に対する為替変動に係る価格変動リスクのヘッジとして通貨オプション、為替予約によ

る時価ヘッジを行っております。 

なお、ヘッジの有効性の判定は、主に、ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動また

は時価変動を比較する比率分析によっております。 

１５ 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対
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象外消費税のうち、法人税法施行令に定める繰延消費税については、前払費用に計上し５年間で均

等償却し、繰延消費税以外のものについては、発生年度に費用処理しております。 

１６ 責任準備金は、保険業法第１１６条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の

方式により計算しております。 

           (1)標準責任準備金の対象契約については金融庁長官が定める方式（平成８年大蔵省告示  

第４８号） 

           (2)標準責任準備金の対象とならない契約については平準純保険料式 

１７ 無形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアは、

利用可能期間（５年）に基づく定額法により行っております。 

１８ 従来、役員退任慰労金は支出時の費用として処理しておりましたが、役員退任慰労金制度を廃止

し、平成１８年３月期に係る定時総代会の日をもって打ち切り支給すること（ただし、支給の時期

は退任時）を決定したことにより、当該金額については役員退任慰労引当金として計上する方法へ

変更いたしました。この変更により、当年度の発生額１４１百万円は事業費に計上し、過年度発生

額１，７２０百万円は特別損失に計上しています。この結果、従来の方法によった場合と比べ、経

常利益は１４１百万円、税引前当期純剰余は１，８６２百万円それぞれ減少しております。 

１９ 保険金等支払引当金は、請求勧奨により発生する可能性のある保険金等の追加支払いに備えるた

め、特定疾病保険金および通院給付金等について、すでに行った請求勧奨の実績に基づき、将来発

生する保険金等の追加支払見込額を計上しております。 

２０ 現在当社では、請求勧奨により追加で保険金等の支払いを行う可能性がある事案の調査および請

求勧奨を実施しております。請求勧奨により追加で保険金等の支払いを行う可能性がある事案の調

査が終了し、すでに請求勧奨を始めている特定疾病保険金および通院給付金等については、請求勧

奨の実績に基づき将来の追加支払見込額を保険金等支払引当金として計上しておりますが、その他

の支払事由については調査を継続中であり、追加支払額の算定は困難であります。 

２１ 当年度より、「その他の複合金融商品（払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合

金融商品）に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１２号 平成１８年３月３０日）を適用

しております。この結果、従来の方法によった場合と比べ、その他有価証券評価差額金は２１５百

万円増加し、繰延税金負債は１２１百万円増加しております。また、経常利益および税引前当期純

剰余は４２３百万円それぞれ減少しております。 

２２ 当年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（平成１７年１２月９日企業

会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（平成

１７年１２月９日企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

        なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、２，８８０，１１４百万円であります。 

２３ 保険業法施行規則別紙様式が改正（平成１８年４月２７日内閣府令第５９号）されたことに伴い、

以下のとおり表示方法を変更しております。 

(1) 前年度において区分掲記していた「不動産及び動産」は、当年度からは「有形固定資産」と
して表示しております。 

(2) 前年度において「その他の資産」に含めていた「無形固定資産」は、当年度からは「無形固
定資産」として区分掲記しております。なお、前年度において「その他の資産」に含めてい

た「無形固定資産」は９９，４５４百万円であります。 

(3) 前年度において区分掲記していた「株式等評価差額金」は、当年度からは「その他有価証券
評価差額金」として表示しております。 

２４ 負債の部における社債は、従来は社債金額を計上しておりましたが、当年度から「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」 （平成１８年８月１１日企業会計基準委員会）に基づき、社債発

行差金を控除した額を計上しております。なお、社債から控除した社債発行差金の金額は、    

１７百万円であります。 

２５ 消費貸借契約により貸し付けている有価証券の貸借対照表価額は、７０８，０１６百万円であり

ます。 
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２６ 貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、３カ月以上延滞債権および貸付条件緩和債権の額は、 

１８，８８３百万円であります。なお、それぞれの内訳は以下のとおりであります。 

貸付金のうち、破綻先債権額は４，０２２百万円、延滞債権額は１１，７２５百万円、３カ月以

上延滞債権額は１，５３９百万円、貸付条件緩和債権額は１，５９５百万円であります。 

なお、破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由

により元本または利息の取立てまたは弁済の見込がないものとして未収利息を計上しなかった貸

付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」という。）のうち、法人税法

施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同項

第４号に規定する事由が生じている貸付金であります。 

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援

を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金であります。 

３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として３カ月以

上延滞している貸付金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。 

貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他債務者に有利となる取り決めを行ったもので、破

綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しない貸付金であります。 
８にあげた取立不能見込額の直接減額により、破綻先債権額は４，４９４百万円、延滞債権額は

３，１１１百万円それぞれ減少しております。 
２７ 保険業法第１１８条第１項に規定する特別勘定の資産の額は、１，７６６，０１２百万円であり

ます。なお、負債の額も同額であります。 
２８ 子会社等に対する金銭債権の総額は８６５百万円、金銭債務の総額は５，１７８百万円でありま

す。 

２９ 繰延税金資産の総額は、６４７，３８２百万円、繰延税金負債の総額は、１，２９０，９０２百

万円であります。繰延税金資産のうち評価性引当額として控除した額は、１４，３３６百万円であ

ります。 
繰延税金資産の発生の主な原因別内訳は、保険契約準備金３６８，５１５百万円、退職給付引当

金１６８，３１４百万円、価格変動準備金７４，８２８百万円および貸倒引当金５，６９５百万円

であります。 

繰延税金負債の発生の主な原因別内訳は、その他有価証券に係る評価差額金１，２６８，８１４

百万円であります。 
なお、繰延税金負債は繰延税金資産を控除した金額にて計上しております。 

当年度における法定実効税率は３６．０７%であり、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間の差異の主なものは、社員配当準備金▲１９．８９％であります。 

３０ 貸借対照表に計上した固定資産の他、リース契約により使用している重要な固定資産として電子

計算機があります。 
３１ 社員配当準備金の異動状況は次のとおりです。 

        前年度末現在高                 ３７２，１８２百万円 
        前年度剰余金よりの繰入額       １１２，２４７百万円 
        当年度社員配当金支払額         １３７，８１４百万円 
        利息による増加等                １１，５５４百万円 
        当年度末現在高                 ３５８，１７０百万円 

３２ 子会社等の株式等は、３３，４６６百万円であります。 

３３ 担保に供されている資産の額は、有価証券４６，０７９百万円、預貯金８６百万円であります。

また、担保付き債務の額は４６百万円であります。 

３４ 保険業法施行規則第７３条第３項において準用する同規則第７１条第１項に規定する再保険に

付した部分に相当する支払備金（以下「出再支払備金」という。）の金額はありません。また、同

規則第７１条第１項に規定する再保険を付した部分に相当する責任準備金（以下「出再責任準備金」

という。）の金額は０百万円であります。 

３５ 保険業法施行規則第３０条第２項に規定する金額は、２，２５４，２４５百万円であります。 
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３６ 保険業法第６０条の規定により基金を６０，０００百万円新たに募集いたしました。 

３７ 基金３０，０００百万円の償却に伴い、同額の基金償却準備金を保険業法第５６条の規定による

基金償却積立金へ振り替えております。 

３８ 貸付金に係るコミットメントライン契約等の融資未実行残高は、２０，５３８百万円であります。 

３９ 借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金 

１３０，０００百万円が含まれております。 

４０ 負債の部の社債５９，００７百万円は、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付

された外貨建劣後特約付社債（外貨額４９９百万米ドル）であります。 

４１ 外貨建資産の額は、５，２１１，９０５百万円であります。（主な外貨額２３，２００百万米ド

ル、１０，８０９百万ユーロ） 
４２ 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律附則第１４０条第５項の規定に基づ

き生命保険契約者保護機構が承継した旧保険契約者保護基金に対する当年度末における当社の今

後の負担見積額は１，６５８百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費として

処理しております。 
保険業法第２５９条の規定に基づく生命保険契約者保護機構に対する当年度末における当社の

今後の負担見積額は、６５，２８５百万円であります。なお、当該負担金は拠出した年度の事業費

として処理しております。 
 


